
※遺族年金や障害年金などの非課税所得は含みませんのでご注意ください

※下のチャートに出てくる公的年金等の収入金額や所得税が源泉徴収されているかなどは公的年金等の源泉徴収票から確認できます。

　公的年金等の源泉徴収票の見方は日本年金機構のホームページをご確認ください。

　リンク

　　　いいえ 　　はい

　　いいえ 　　 はい

　　 はい  いいえ

　　はい 　　いいえ

　　 いいえ（基準より多い） 　はい

　　　はい 　　 いいえ

　　はい（①～③のいずれかに該当する） 　　　いいえ

税務署に所得税の 申告不要です。

確定申告をしてください

公的年金等以外の所得金額が20万円以下

所得税が源泉徴収されている

公的年金等の収入金額（複数から受給している場合はその合計額）が400万円以下

申告判断フローチャート～主な収入が公的年金等の方向け～

所得税額を計算すると

源泉徴収された金額より低い（還付になる）。

収入は公的年金のみで、

収入金額が以下の基準である

（１月１日時点の年齢が）65歳以上の方152万円以下

　例）医療費控除がある、生命保険料控除がある

※所得税の計算方法については税務署へお問い合わせください。

※市・道民税の申告は

　不要です。

市・道民税の申告書の提出が必要です。

※確定申告、市・道民税の申告は必要

　ありません。

年金以外に、営業、農業、不動産、配当、雑所得、譲渡・一時所得などの所得がある

①記載されている本人、配偶者、扶養者に関する内容に変更がある

　例）配偶者控除の適用がされていない

②社会保険料の額に含まれていない社会保険がある

　例）国民健康保険料が口座振替になっている

③その他控除の追加がある

　　　　　　　　　　　　65歳未満の方102万円以下


